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●報告第１号 

 議案に対する意見について                       P１～P３ 

 

●議案第８号 

 教科用図書採択地区及び名称の変更について                  P４ 

 

 







区分
令和８年度 令和７年度 前年度との比較
当初予算額 Ａ 当初予算額 Ｂ 増減額（Ａ－Ｂ） 伸び率（％）

教育費
（教育委員会所管分） 138,590 131,812 6,778 ５.１

事業名 対前年度差額 主な内容・理由
県立高等学校等就学支援金交付金 280 所得制限撤廃による支給対象者の増
奨学のための給付金（公立） 165 給付対象を非課税世帯から低・中所得世帯へ拡充したことによる支

給対象者の増
教職員用コンピュータ整備費（高校・特支） 559 県立学校の教職員用コンピュータの更新に係る経費の増
大規模改修（避難所機能強化）（高校・特支） 313 新たに県立学校の避難所機能を強化（空調・Wi-Fiの整備、トイレ改

修）するための経費の増
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関 係 法 令 （抜 粋） 

 

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律  

 

  （採択地区） 

第１２条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市町村の区域

又はこれらの区域を併せた地域に、教科用図書採択地区（以下この章において「採

択地区」という。）を設定しなければならない。 

２ 都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更しようとするときは、

あらかじめ市町村の教育委員会の意見をきかなければならない。 

３ 都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更したときは、すみやか

にこれを告示するとともに、文部科学大臣にその旨を報告しなければならない。 
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